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○ 貸 金 業 の 登 録 に 関 す る 手 続 等 を 定 め る 規 則

貸 金 業 の 登 録 に 関 す る 手 続 等 を 定 め る 規 則

昭 和 5 8 年 1 0 月 2 8 日

規 則 第 6 6 号

改 正 平 成 元 年 ５ 月 1 2 日 規 則 第 2 9 号 平 成 ３ 年 ８ 月 3 0 日 規 則 第 4 4 号

平 成 ４ 年 1 1 月 ６ 日 規 則 第 8 4 号 平 成 1 0 年 ９ 月 １ 日 規 則 第 8 0 号

平 成 1 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 5 4 号 平 成 1 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 6 9 号

平 成 1 3 年 １ 月 ５ 日 規 則 第 ５ 号 平 成 1 3 年 ３ 月 2 9 日 規 則 第 3 0 号

平 成 1 7 年 ３ 月 2 8 日 規 則 第 ７ 号 平 成 1 9 年 1 2 月 1 8 日 規 則 第 7 8 号

貸 金 業 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 を こ こ に 公 布 す る 。

貸 金 業 の 登 録 に 関 す る 手 続 等 を 定 め る 規 則

題 名 改 正 〔 平 成 1 7 年 規 則 ７ 号 〕

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 貸 金 業 法 （ 昭 和 5 8 年 法 律 第 3 2 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 及 び 貸 金 業 法 施 行 規 則

（ 昭 和 5 8 年 大 蔵 省 令 第 4 0 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 並 び に 法 及 び 省 令 を 実 施 す

る た め 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

一 部 改 正 〔 平 成 1 9 年 規 則 7 8 号 〕

（ 閲 覧 の 場 所 ）

第 ２ 条 法 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 貸 金 業 者 登 録 簿 （ 以 下 「 登 録 簿 」 と い う 。 ） の 閲 覧 の 場 所 は 、 貸

金 業 者 の 主 た る 営 業 所 又 は 事 務 所 （ 以 下 「 営 業 所 等 」 と い う 。 ） の 所 在 地 を 所 管 区 域 と す る 県 民 局

と す る 。

一 部 改 正 〔 平 成 1 2 年 規 則 5 4 号 ・ 1 3 年 3 0 号 〕

（ 閲 覧 時 間 等 ）

第 ３ 条 登 録 簿 の 閲 覧 時 間 は 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と す る 。

２ 登 録 簿 は 、 次 に 掲 げ る 日 に お い て は 、 閲 覧 に 供 し な い も の と す る 。

( １ ) 日 曜 日 及 び 土 曜 日

( ２ ) 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 3 年 法 律 第 1 7 8 号 ） に 規 定 す る 休 日

( ３ ) 1 2 月 2 9 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で の 日 （ 前 号 に 掲 げ る 日 を 除 く 。 ）

３ 知 事 は 、 登 録 簿 の 整 理 そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 臨 時 に 閲

覧 時 間 を 変 更 し 、 又 は 閲 覧 に 供 し な い 日 を 設 け 、 そ の 旨 を 閲 覧 場 所 に 掲 示 す る 。

一 部 改 正 〔 平 成 元 年 規 則 2 9 号 ・ ４ 年 8 4 号 〕

（ 閲 覧 手 続 ）

第 ４ 条 登 録 簿 の 閲 覧 を し よ う と す る 者 は 、 閲 覧 名 簿 に 、 閲 覧 を し よ う と す る 貸 金 業 者 の 商 号 、 名 称

又 は 氏 名 、 当 該 閲 覧 を し よ う と す る 者 の 住 所 、 職 業 及 び 氏 名 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 入 し な け れ ば な

ら な い 。

（ 閲 覧 の 禁 止 等 ）

第 ５ 条 登 録 簿 は 、 閲 覧 場 所 以 外 の 場 所 で 閲 覧 を し て は な ら な い 。

２ 知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て は 、 登 録 簿 の 閲 覧 を 停 止 し 、 又 は 禁 止 す る こ

と が で き る 。

( １ ) 前 項 の 規 定 に 違 反 し た 者

( ２ ) 登 録 簿 を 汚 損 し 、 若 し く は 破 損 し 、 又 は そ の お そ れ が あ る 者

( ３ ) 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ し 、 又 は そ の お そ れ が あ る 者

( ４ ) 登 録 簿 の 閲 覧 に 際 し て 、 係 員 の 指 示 に 従 わ な い 者

（ 立 入 検 査 の 立 合 い ）

第 ６ 条 法 第 2 4 条 の ６ の 1 0 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 2 4 条 第 ２ 項 、 第 2 4 条 の ２ 第 ２ 項 、

第 2 4 条 の ３ 第 ２ 項 、 第 2 4 条 の ４ 第 ２ 項 及 び 第 2 4 条 の ５ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に よ る 立 入 検 査 を 受 け る 者 （ 法 人 又 は 人 格 の な い 社 団 若 し く は 財 団 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 又 は

管 理 人 ） 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 立 入 検 査 に 立 ち 合 わ な け れ ば な ら な い 。
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一 部 改 正 〔 平 成 ３ 年 規 則 4 4 号 ・ 1 9 年 7 8 号 〕

（ 身 分 証 明 書 ）

第 ７ 条 法 第 2 4 条 の ６ の 1 0 第 ５ 項 （ 法 第 2 4 条 第 ２ 項 、 第 2 4 条 の ２ 第 ２ 項 、 第 2 4 条 の ３ 第 ２ 項 、 第 2 4 条

の ４ 第 ２ 項 及 び 第 2 4 条 の ５ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）に 規 定 す る 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、

別 記 様 式 の と お り と す る 。

一 部 改 正 〔 平 成 ３ 年 規 則 4 4 号 ・ 1 9 年 7 8 号 〕

（ 提 出 部 数 ）

第 ８ 条 省 令 第 １ 条 の ５ 第 ２ 項 に 規 定 す る 登 録 申 請 書 の 副 本 及 び 添 付 書 類 の 提 出 部 数 は 、 副 本 に あ つ

て は 登 録 申 請 者 が そ の 所 管 区 域 内 に 営 業 所 等 を 設 置 し て 貸 金 業 を 営 も う と す る 県 民 局 の 数 に １ を 加

え た 部 数 、 添 付 書 類 に あ つ て は １ 部 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 省 令 第 ７ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 変 更 届 出 書 の 副 本 及 び 添 付 書 類 の 提 出 部 数 に つ い て

準 用 す る 。

３ 省 令 第 1 0 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 廃 業 等 届 出 書 の 副 本 及 び 添 付 書 類 の 提 出 部 数 は 、 副 本 に あ つ て は 提

出 を 要 し な い も の と し 、 添 付 書 類 に あ つ て は １ 部 と す る 。

４ 省 令 第 2 6 条 の 2 9 第 ２ 項 に 規 定 す る 事 業 報 告 書 の 副 本 及 び 同 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 事 業 報 告 書 の 参 考

書 類 の 提 出 部 数 は 、 副 本 に あ つ て は １ 部 と し 、 参 考 書 類 に あ つ て は ２ 部 と す る 。

一 部 改 正 〔 平 成 1 0 年 規 則 8 0 号 ・ 1 2 年 6 9 号 ・ 1 3 年 3 0 号 ・ 1 9 年 7 8 号 〕

（ 登 録 換 え の 申 請 ）

第 ９ 条 現 に 県 民 局 長 の 登 録 を 受 け て い る 貸 金 業 者 は 、 省 令 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 換 え を し よ

う と す る と き は 、 当 該 県 民 局 長 を 経 由 し て 登 録 の 申 請 を す る も の と す る 。

一 部 改 正 〔 平 成 1 2 年 規 則 6 9 号 〕

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 昭 和 5 8 年 1 1 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 貸 金 業 の 届 出 及 び 調 査 に 関 す る 規 則 の 廃 止 ）

２ 貸 金 業 の 届 出 及 び 調 査 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 3 7 年 兵 庫 県 規 則 第 5 4 号 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 手 数 料 規 則 の 一 部 改 正 ）

３ 手 数 料 規 則 （ 昭 和 3 5 年 兵 庫 県 規 則 第 7 2 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 ３ 号 の 次 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。

( ３ ) の ２ 貸 金 業 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 5 8 年 法 律 第 3 2 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 貸

金 業 者 の 登 録 の 申 請 に 対 す る 審 査 貸 金 業 者 の 登 録 申 請 手 数 料 4 3 , 0 0 0 円

( ３ ) の ３ 貸 金 業 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 貸 金 業 者 の 登 録 の 更 新 の 申

請 に 対 す る 審 査 貸 金 業 者 の 登 録 更 新 申 請 手 数 料 4 3 , 0 0 0 円

（ 収 入 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

４ 収 入 証 紙 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 3 9 年 兵 庫 県 規 則 第 4 3 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 １ 手 数 料 規 則 に 基 づ く 手 数 料 の 項 ２ の 次 に ２ の ２ 及 び ２ の ３ と し て 次 の よ う に 加 え る 。

２ の ２ 貸 金 業 者 の 登 録 申 請 手 数 料

２ の ３ 貸 金 業 者 の 登 録 更 新 申 請 手 数 料

附 則 （ 平 成 元 年 ５ 月 1 2 日 規 則 第 2 9 号 ）

こ の 規 則 は 、 平 成 元 年 ５ 月 1 3 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ３ 年 ８ 月 3 0 日 規 則 第 4 4 号 ）

こ の 規 則 は 、 平 成 ３ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 ４ 年 1 1 月 ６ 日 規 則 第 8 4 号 ）

こ の 規 則 は 、 平 成 ４ 年 1 1 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 1 0 年 ９ 月 １ 日 規 則 第 8 0 号 ）

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 1 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 5 4 号 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 1 2 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



3/3

附 則 （ 平 成 1 2 年 ３ 月 3 1 日 規 則 第 6 9 号 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 1 2 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 1 3 年 １ 月 ５ 日 規 則 第 ５ 号 ）

こ の 規 則 は 、 平 成 1 3 年 １ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 1 3 年 ３ 月 2 9 日 規 則 第 3 0 号 ）

こ の 規 則 は 、 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 1 7 年 ３ 月 2 8 日 規 則 第 ７ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 1 7 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 に 係 る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ り 市 町 が 処 理 す る 事 務 を

定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）

２ 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 に 係 る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ り 市 町 が 処 理 す る 事 務 を

定 め る 規 則 （ 平 成 1 2 年 兵 庫 県 規 則 第 1 0 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

（ 次 の よ う 略 ）

（ 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

３ 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 1 6 年 兵 庫 県 規 則 第 5 8 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

（ 次 の よ う 略 ）

附 則 （ 平 成 1 9 年 1 2 月 1 8 日 規 則 第 7 8 号 ）

こ の 規 則 は 、 平 成 1 9 年 1 2 月 1 9 日 か ら 施 行 す る 。

別 記 様 式

（ 第 ７ 条 関 係 ） 省 略


